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宇土市地域公共交通計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 

   宇土市地域公共交通計画策定支援業務委託       

(2) 目的 

   宇土市の地域公共交通においては、利用者減少や収支の悪化、運転士不足など

需要と供給の両面で人口減少の影響を受けており、今後更なる本格的な人口減

少・高齢社会の到来に伴い、その影響はますます増大することが見込まれている。 

この地域公共交通を取り巻く厳しい状況を踏まえると、利用者の利用実態を踏

まえた、市民の生活交通手段の確保及びまちの賑わいをもたらす公共交通の確保

を進めていくため、市の理想及び将来の在り方を定めた公共交通網の形成に関す

る計画の策定が必要である。 

ついては、本業務を円滑、効率的かつ適切に行うため、委託する事業者をプロ

ポーザル方式により募集し、最適な者を選定することを目的とする。 

(3) 業務内容 

別紙「宇土市地域公共交通計画策定支援業務委託仕様書」のとおり    

(4) 委託期間 

契約日から令和９年３月１５日まで 

 

２ 提案上限額 

 ９，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 参加資格 

次に掲げる条件を全て満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

(2) 宇土市における当該委託業務等に係る競争入札参加資格を有していること。 

(3) 宇土市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成１６年訓令第

６号）の規定による指名停止措置を受けている期間中でないこと 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づ

く再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申し立てがな



2 

された者であっても、参加申し込み時点において裁判所から更生又は再生計画の

認可決定を受けた者は、この限りではない。 

(5) 本業務に関する十分な実績及び能力を有し、かつ、当該事業を適正に実施でき

ること（過去５年以内に、本市と同規模程度以上の自治体において本計画又はこ

れに類する計画の策定業務を受託した実績を有していること。また、受託者は、

業務に当たり行政計画に精通し、かつ、本計画と同様の計画の策定を経験したこ

とのある職員を事務局と直接調整を行う主任担当者として当たらせること。）。 

 

４ 参加申込み・提案書等の提出 

(1) 提出書類及び部数 

   提出書類及び部数は、別紙「提出書類の作成について」のとおり。 

(2) 留意事項 

   副本については、添付した表紙を除き、参加事業者が特定できるような名称、

ロゴマークは使用しないこと。 

(3) 提出方法 

   持参又は郵送により提出。郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「簡易書留」

とし、提出期限までに送付物の到着確認を電話により行うこと。 

(4) 提出先 

   「１１ 問合せ先」に同じ 

(5) 提出期限 

   ア 参加申込み 令和８年５月１１日（月） 午後５時（必着） 

   イ 提案書類  令和８年５月２２日（金） 午後５時（必着） 

(6) 参加資格の確認結果の通知 

参加申込をした者全員に対し、令和８年５月１５日（金）までに、公募型プロポ

ーザル参加資格確認結果通知書により通知を行う。 

 

５ 質問の受付及び回答 

(1) 提出方法 

別添の質問書（様式６）により、電子メールにて提出。また、提出時には、別

途、電話によりメールの受信確認を行うこと。なお、電子メール以外での質問の

受付は行わない。 

(2) 提出期限 

令和８年４月２４日（金） 午後４時まで（必着） 
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(3) 提出先 

メールアドレス：kikaku01@city.uto.lg.jp 

「１１ 問合せ先」に同じ。 

(4) 回答方法 

   電子メールにより随時回答。また、共通に提供すべき情報である場合は、質問

及び回答の内容を全応募事業者に周知する。 

 

６ プレゼンテーションの実施 

提案者は、令和８年６月上旬に開催する評価委員会において、プレゼンテーショ

ンを実施するものとする。ただし、評価委員会が本プロポーザルに参加を表明した

者が多数であると認める場合は、提出された書類による第 1 次審査を行い、あらか

じめプレゼンテーションを求める者を選定した上で行うことがある。 

なお、詳細については別途通知する。 

 

７ 評価要領 

(1)  評価方法 

ア 評価を厳正かつ公正に行うため、宇土地域公共交通計画策定支援業務委託評

価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置し、企画提案書の審査及び評

価を実施して受託候補者を選定する。 

イ 評価は、事業者によるプレゼンテーションをもとに行う。 

ウ プレゼンテーションは、令和８年６月上旬に実施を予定しており、詳細につ

いては別途通知する。 

エ 出席者は３人以内とし、この業務を担当する予定の管理責任者１人及び主担

当者１人は必ず出席すること。 

オ 実施時間は、提案する各事業者につき、プレゼンテーション２０分以内、質

疑応答１５分程度とすること。 

カ プレゼンテーションは企画提案書について行うこととし、追加資料の配布は

認めない。 

キ プレゼンテーションに必要な機器は参加者が用意すること。プロジェクター

及びスクリーンについては事務局で準備を行う。 

ク プレゼンテーション及び審査は非公開とする。 

ケ 評価は提案者の名称を伏せて行う。提案者を特定できるような企画提案書の

作成及びプレゼンテーション時の発言に留意すること。 

mailto:kikaku01@city.uto.lg.jp
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コ (2)に定める評価基準に基づき、評価委員会が、提出された企画提案書及びプ

レゼンテーションについて評価し、最も優れた提案を行った者を決定する。 

 

(2) 評価基準 

   評価項目及び配点は、次のとおりとする。 

ア 業務実績に関する事項    ２５．０点 

イ 企画提案書に関する事項   ６５．０点  

ウ 参考見積に関する事項    １０．０点 

 

(3) 受託候補者特定方法 

ア 評価点は満点を１００点とし、評価項目の点数の合計点を評価委員ごとに算

出する。 

イ アで算出した結果の評価委員の平均点を提案者の評価点として順位付けを行

う。 

ウ ６０点（６割）を最低評価点数とし、イの評価点はこれを満たさない場合は、

選定しないものとする。 

エ 提案者が１者のみの場合でも、ウに示す最低評価点数以上であれば受託候補

者として選定する。 

オ 最終的な評価結果が同点の場合は、評価基準における「企画提案書に関する

事項」の評価点が高い者を選定する。 

 

８ 評価結果の通知 

評価結果については、提案者それぞれに文書で通知する。評価結果に対する異議

申し立ては認めない。 

 

９ 実施スケジュール 

 内  容 期間等 備考 

１ 公募開始及び参加申込受付開始 令和 8 年 4 月 15 日(水) 市ホームページ 

２ 質疑の受付締め切り 
令和 8 年 4 月 24 日(金） 

午後 4 時まで 
電子メール 

３ 質疑への回答 

随時 

全応募事業者への周知は

令和 8 年 5 月 1 日(金)ま

で 

電子メール 



5 

４ 参加申込み締め切り 
令和 8 年 5 月 11 日(月) 

午後 5 時まで 
持参・郵送 

５ 参加資格確認結果通知書等送付 
令和 8 年 5 月 15 日(金)

まで 
電子メール 

６ 企画提案書等の提出締め切り 
令和 8 年 5 月 22 日(金) 

午後 5 時まで 
持参・郵送 

７ プレゼンテーション 令和 8 年 6 月上旬 ※予定 

８ 結果通知送付・選定結果公表 令和 8 年 6 月上旬～中旬 ※予定 

 

１０ 契約の締結 

宇土市地域公共交通活性化協議会は、評価委員会が最も優れた提案を行った者で

あると決定した者と委託契約の締結交渉を行い、別途定める予定価格の範囲内で契

約を締結する。 

ただし、その者が地方自治法施行令第１６７条の４の規定のいずれかに該当する

こととなった場合、契約の締結を行わないことがある。 

また、最も優れた提案を行ったものと協議が整わない場合にあっては、次点者と

協議の上、契約を締結する場合がある。 

 

１１ 問合せ先  

  〒869-0492 熊本県宇土市浦田町 51 番地 

   宇土市地域公共交通活性化協議会事務局（宇土市役所企画課内） 

   TEL：0964-22-1111（代表） FAX：0964-23-6247 

   E-mail：kikaku01@city.uto.lg.jp 

 

１２ その他の留意事項 

(1) 企画提案書等の作成、プレゼンテーション等に要する経費及び提出に関する費

用は、提出者の負担とする。  

(2) 企画提案書は１事業者につき１案とする。 

(3) 書類提出後の企画提案書等の修正、変更又は追加は認められない。 

(4) 提出された企画提案等については、提案を行った者に無断で使用しないものと

する。 

(5) 提出された企画提案書等は、本プロポーザルにおける契約の相手方を決定する

こと以外の目的で使用しない。ただし、情報開示請求があった場合は、宇土市情

報公開条例に基づき取り扱うこととする。  

mailto:kikaku01@city.uto.lg.jp
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(6) 提出された参加申出書、企画提案書等は返却しない。  

(7) 申込書の提出後に申込みを辞退する場合は、辞退届（様式５）を提出すること。 

(8) 失格事項 

次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格となることがある。 

ア 実施要項に適合しない書類を作成し、提出した者 

イ 記載すべき事項の全部又は一部を記載せず、または書類に虚偽の記載をし、

これを提出した者 

ウ 期限後に企画提案書を提出した者 


